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定期点検整備の促進と不正改造車排除を図るため、標記街頭検査が実施されました。 

なお、街頭検査の結果は以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

【主な不適合箇所】 

 口頭注意 すれ違い用前照灯不点灯・車幅灯及びナンバー灯不点灯 

 整備命令 運転席及び助手席窓ガラス着色フィルム貼付 

 

【可搬式ナンバー自動読取装置の読取件数】  

６６６件（補足件数、指導件数ともに０件） 

    ※ 峡北支部の皆様、ご協力ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

車検・点検案内はがき「お楽しみくじ」 １１月分当選発表 

〓お知らせ〓 

街頭検査実施結果について 

日時 実施場所
運輸支局 ３名 総検査車両数 ３６台 
自動車技術総合機構 １名 不良車両数 ３台 
警察 ２名 整備命令 １台 
峡北支部 ５名 口頭注意 ２台 
振興会 ２名 車検切れ ０台 

参加者 摘要

  １１月６日（水）
１３：３０～１５：３０

北杜市白州町

（地方整備局敷地内）

事業場 認証 支部 事業場 認証 支部

三友自動車工業（有） １５ 甲府南 河野自動車整備工場 ９６３ 市川

（株）キリン自動車 ４１１ 甲府南 （株）稲葉工業 ６３ 南巨摩南

（有）塩部モータース １８９ 甲府北 保坂自動車 ６１９ 南巨摩北

（有）カ―サ―ビス五味 １１０６ 甲府北 （株）関東リース興業 １２ 東八

末木モータース ４３１ 峡北 御坂自動車修理工場 １６５ 東八

（有）清里自動車 ４９２ 峡北 米山自動車工場 ６２９ 東八

藤原モータース ７２４ 峡北 小澤自動車工業 ９３１ 東八

（有）輿石自動車工業 ６６５ 韮崎 （株）田辺自動車 １１３ 塩山

山本自動車整備工場 ６９９ 韮崎 町田自動車商会 ６９２ 塩山

槫林モータース ８３４ 韮崎 森山自工 ８４２ 塩山

田中自動車工場 ９９６ 韮崎 東信自動車整備工場 ３１４ 岳麓

清水自動車 １０５２ 韮崎 古久屋自動車 １００９ 大月

新津モータース ４１３ 南アルプス南 杉林モータース ７８６ 都留

八田自動車整備工場 ７６０ 南アルプス北 高部自動車整備工場 ８０５ 都留

清水モータース ８５８ 南アルプス北 志村自動車整備工場 ８９４ 都留
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通達に基づき、認証工場を対象とする標記定期校正を下記により実施致します。 

 また、該当支部の事業場（認証工場）には、追って案内文書を通知致しますので、あらかじめ 

ご承知置き下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和元年度 ＣＯ・ＨＣ測定器定期校正の実施計画について 

支　部 年 月 日 実 施 場 所 時　　間

南巨摩南  令和２年２月１４日(金) 各事業場巡回 １０：００～１６：００

上 野 原 　　　　　２月２６日(水) 各事業場巡回 １０：３０～１５：００

令和元年度  ＣＯ・ＨＣ定期校正計画表 

総務課

(課長代理）

総務部 飯島　学

担当理事 経理課 経理課

横内　優 （係長） （係員）

○兼務 坂巻美和 望月香織

指導課 指導課 指導課

（課長） (課長代理） （係員）

名取伸也 輿水大樹 依田侑希

担当理事

山下　進 教育課 教育課

(専任講師） （係員）

組澤昭男 依田侑希 ○兼務

業務課

（係員）

守澤加奈

業務課 業務課 業務課 業務課

（課長代理） （係長） （係員） （パート）

塚原秀典 富士原由香梨 猪股沙織 廣瀬実優

業務課

（係員）

竹田めぐみ

業務課

（係員）

早川里香

業務部 業務部 購販課

担当理事 （次長） （係員） 予備検査課

落合達也 塩島博夫 内田幸美 （パート）

堀内立男

予備検査課

（パート）

予備検査課 若宮唯二

（係員）

平本　亮 予備検査課

（パート）

清水秀幸

理事・事務局長

指導教育部

専務理事 理事

石原美千老 横内　優

事務局組織図について  （１１月末現在） 
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１１月１１日(月)より２０２０年１月６日(月)の軽自動車の継続検査ＯＳＳの日整連支部にお

ける代理申請業務開始に先駆け、利用申込及びダイレクト納付口座登録についての事務手続きを開

始しました。   

これに伴い、軽自動車の継続検査ＯＳＳ代理申請に係る申込書が「日整連自動車情報サイト

（https://www.jaspa.or.jp/portals/ossuser/index.html ）」に掲載されております。 

 振興会におきましても申込書の準備をしております。 

（注１）既に登録車ＯＳＳの申し込み及びダイレクト納付届出をしていても、別途、軽自動車ＯＳ

Ｓ用の申し込み及び届出が必要となります。  

（注２）詳しくは「マニュアル類のダウンロード」ボタンより「継続検査ＯＳＳ代理申請 ご利用

マニュアル（導入編）」を入手して内容をご確認ください。  

なお、軽自動車においては、ダイレクト納付は自動車重量税のみに対応しており、検査手数料に

ついては「継続検査代理申請サービス利用規約」及び「継続検査代理申請サービスの料金に関する

細則」に記載のとおり、ご利用の翌々月に利用料金とともに口座振替されますので、予めご了承願

います。ご不明な点がございましたら、指導課までお問い合わせください。 

 

【参考 日整連自動車情報サイトトップ画面】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

軽自動車の継続検査 OSS に係る受付開始のお知らせ 
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平成３０年度のホイール・ボルト折損等による大型車の車輪脱落事故発生件数が、８１件（うち

人身事故が３件）と３年連続で増加し、ピークとなった平成１６年度の８７件に迫る厳しい現状を

受け、今般、国土交通省より、平成３０年度の大型車の車輪脱落事故発生状況や車輪脱落事故防止

に係る今後の対策等について、下記のとおりプレスリリースされましたのでお知らせします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ボルトの錆や左後輪に注意！車輪脱落事故３年連続増加「厳しい状況」 

～平成３０年度大型車の車輪脱落事故発生状況を受けて～ 



 11

【参考 大型車の車輪脱落事故防止のための啓発用チラシ（（一社）日本自動車工業会作成）】 
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令和元年１２月１０日（火）から令和２年１月１０日（金）までの間、令和元年度「年末年始の

輸送等に関する安全総点検」を実施する旨、山梨運輸支局長より通達がありました。 

標記運動へのご理解とご協力をよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「年末年始の輸送等に関する安全総点検の実施」について 

令和元年度年末年始の輸送等に関する安全総点検実施細目（抜粋）                           

                                                                山梨運輸支局 

○実施時期                            

令和元年１２月１０日（火）～令和２年１月１０日（金） 

○重要点検事項及び点検項目 

（１）飲酒運転や薬物運転等を行わないための安全対策の実施状況 

① 飲酒運転防止に対する指導・啓発運動を実施しているか。  

② 飲酒を習慣にしている人を把握し、翌日に業務がある場合の飲酒等について指導してい

るか。 

③ 覚せい剤や危険ドラッグ等の薬物使用防止に対する指導・啓発活動を実施しているか。 

（２）車両の日常点検整備、定期点検整備等の実施状況（特に大型自動車の脱輪事故防止対策

及びスペアタイヤ等の定期点検実施状況） 

① 車輪脱落事故や車両火災事故及び車体腐食事故をはじめとした整備不良事故を防ぐた

め、自動車点検基準に基づく日常点検及び定期点検が実施されているか。特にホイール・

ナット及びボルトの緩み等について確認しているか（※）。また、自動車の点検整備等

に関する社内規定の内容について、整備管理者等への周知徹底が図られているか。 

  （※）については、車両総重量８トン以上または乗車定員３０人以上の自動車に限る。 

② 車輪脱落事故を防ぐため、ホイール・ナット及びボルトの緩み等について、特に左後輪

の脱落が多いことにも留意して、運行前点検で確認をしているか。冬用タイヤへの交換

作業は、正しい知識を有した者に実施させ、ホイール・ボルト、ホイールの錆の状況を

確認し、錆の除去が不可能な冬用タイヤへ交換を実施した後、５０km～１００km走行後

にホイール・ナットの増し締めを実施しているか。（車両総重量８トン以上または乗車

定員３０人以上の自動車に限る） 

③ スペアタイヤ取付装置、スペアタイヤの取付状態、ツールボックスの取付部について３

ヶ月毎の定期点検を実施しているか。（車両総重量８トン以上または乗車定員３０人以

上の自動車に限る。） 

（３）死傷事故等を防止するための安全対策の実施状況 

① 夕暮れ時の早めの前照灯点灯及び夜間のハイビームの活用を指導しているか。 

② 右左折時において、周囲の交通状況を十分確認するよう指導しているか。特にトラック

において、助手席の荷物や不適切な架装・改造、後写鏡の状態等により死角を大きくす

ることがないよう、指導しているか。 
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これから迎える年末は、交通渋滞が起こりやすく、また、日暮が早くなって気持ちが気ぜわしく

なる等、諸々の要因から交通事故の多発が懸念されます。 

このため、本年も１２月の１ヶ月間「年末の交通事故防止県民運動」を実施します。 

当運動を十分ご理解の上、「重点目標」に沿ってご協力頂きますよう、よろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和元年度「年末の交通事故防止県民運動」について 

 

令和元年度「年末の交通事故防止県民運動」実施要領（抜粋） 

 

○目的 

この運動は、交通量の増加に伴う道路の渋滞や心理的な慌ただしさ、飲酒の機会が増える

など、様々な要因が重なり合って交通事故が発生しやすくなる年末の時期において、県民

一人ひとりに交通ルールの遵守と正しい交通マナーの実践を促し、交通事故の防止を図る

ことを目的とする。 

○期間 

令和元年１２月１日（日）～１２月３１日（火）までの３１日間 

○主催 

山梨県交通安全対策本部・山梨県交通対策推進協議会 

 

（４）新型インフルエンザ対応マニュアル、事業継続計画の策定状況、対策に必要な物資等

の備蓄状況及び職場におけるうがい・手洗い等感染防止対策の周知・徹底状況 

① ポスター類の掲示、放送などにより、公共交通機関の車内・構内等におけるマスク着

用、咳エチケット等を呼びかけているか。 

② 職場内におけるうがい、手洗い及び消毒用アルコールを使用した手指消毒の徹底が図

られているか。 

③ インフルエンザ等の流行に備え、中核となる事業の継続あるいは早期復旧を可能とす

るために、平常時に行うべき活動や緊急時における事業継続のための方法、手段など

を取り決めておく事業継続計画、または対応マニュアルが策定されているか。 

 

○実施事項 

（１）整備事業者においては、自動車使用者に対し、日常点検、定期点検整備の励行を指導

すること。また、後部座席を含むシートベルト着用の徹底とチャイルドシート使用の徹

底を図ること。 

（２）リボンの着用、垂れ幕等を掲出するとともに、点検事項を掲示するなどして総点検の

趣旨の徹底を図ること。 
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標記試験が下記のとおり実施されますので受付期間中にお申し込み下さい。 

◇実施種目 

 学 科 試 験 口 述 試 験 実 技 試 験 

試験の種類 

・一級小型自動車 

・二級ガソリン自動車 

・二級ジーゼル自動車 

・二級自動車シャシ 

・三級自動車シャシ 

・三級自動車ガソリン・エンジン 

・三級自動車ジーゼル・エンジン 

・三級２輪自動車 

・自動車電気装置 

・自動車車体 

・一級小型自動車 ・一級小型自動車 

受 付 期 間 令和２年１月２０日（月）～１月２４日（金） 

試 験 日 令和２年３月２２日（日） 令和２年５月１０日（日） 令和２年８月２３日（日） 

試 験 会 場 振興会研修センター 未定 未定 

※実技試験を受ける人は学科試験合格者のみ対象。 

 

◇受験資格   一級受験者は二級整備士（シャシは除く）合格後３年以上の実務経験者 

二級受験者は三級整備士合格後３年以上の実務経験者 

三級受験者は１年以上の整備作業実務経験者 

（注）実務経験の短縮対象者  

二級 大学機械科卒業者    １.５年 

   高校機械科卒業者    ２.０年 

三級 大学・高校機械科卒業者 ０.５年 

 

 

〓研修・講習会〓 

令和元年度第２回自動車整備技能登録試験の実施について 

○交通安全スローガン 

 「乗せるのは 君の宝(かぞく)と その未来(あした)」 

 ○運動の重点目標 

１ 飲酒運転の根絶 

２ 早めのライト点灯・ハイビームの活用の徹底と反射材使用の推進 

３ 高齢者と子供の安全な通行の確保と高齢運転者の交通事故防止 

 


